
第 5号様式の6(第 7条の 7関係)

上記の書類を令和 8年 5月 22日 発送しましたが、返戻されたため山口県警察本部交

通部交通指導課に保管してありますので、申出があれば、いつでも交付します。

道路交通法第 51条の4第 18項の規定によりその例によることとされる地方税法第 20

条の 2第 2項の規定により公告します。

山 口県公安委員

記

送   達   書

令和 8年 6月 18 日

公   示

下記のとお り

督促状

1 送達を受けるべき者

2 書類の名称

送 達 を 受 け る べ き 者
Ч
=ユ
三
=型
ヒ
=コ

住 所 氏 名 違 反 番 号

株式会社シティ商事 74-124-250223-051335東京都渋谷区千駄ヶ谷 5丁目16-13

の


